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一般241 喉頭炎等に対するプロカテロール塩酸塩水和物の取扱い 【認めない事例】

241 喉頭炎等に対するプロカテロール塩酸塩水和物【外用薬】の算定について

次の傷病名に対するプロカテロール塩酸塩水和物（メプチン吸入液等）（外用薬）の算定は、原則として認められない。
⑴ 喉頭炎
⑵ 急性気管支炎（成人）
⑶ 肺炎

プロカテロール塩酸塩水和物（メプチン吸入液等）は気管支平滑筋のβ2受容体を選択的に刺激し、強い気管支拡張作用を示す気管
支拡張剤である。添付文書の効能・効果は「気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解」であり、
喉頭炎、急性気管支炎（成人）、肺炎に適応はない。
以上のことから、喉頭炎、急性気管支炎（成人）、肺炎に対するプロカテロール塩酸塩水和物（メプチン吸入液等）の算定は、原

則として認められないと判断した。

支払基金が公表している取扱いの全文

取扱いの趣旨

【投薬】

〇 取扱い

〇 取扱いを作成した根拠等

《令和6年7月31日》

プロカテロール塩酸塩水和物の効能・効果に該当しない喉頭炎等に対する算定は、原則として認められない。
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一般241 喉頭炎等に対するプロカテロール塩酸塩水和物の取扱い

１ 棒グラフ（該当レセプトの審査結果）
プロカテロール塩酸塩水和物（メプチン吸入液等）を算定している目視対象レセプト１万件

当たり、条件（喉頭炎、急性気管支炎（成人）、肺炎に対し算定）に該当するレセプト件数

グラフの見方

【認めない事例】

２ 折れ線グラフ
プロカテロール塩酸塩水和物（メプチン吸入液等）

が査定・返戻となった割合
査定 返戻 ：取扱いどおり

請求どおり
審査委員

請求どおり
職員等

：検証が必要

【棒グラフ凡例】審査の結果

審査結果の概要

➢ 全国の査定・返戻割合 73.13％
➢ 検証対象都道府県 26

検証観点 都道府県※ 備考

査定・返戻割合が低い 和歌山、宮城、鳥取、東京、山梨、京都、北海道、新潟、大分、高知、愛知、山形、埼玉、岐阜、徳島、福井 査定・返戻割合の低い順

請求どおり・職員 東京、宮城、熊本、埼玉、山形、大分、愛知、大阪、和歌山、新潟 対象１万件当たり件数の多い順

請求どおり・審査委員 和歌山、鳥取、山梨、宮城、福井、京都、大分、北海道、長野、徳島、高知、岐阜、愛知、静岡、三重、熊本 〃

※検証対象都道府県が16を超えたため、16都道府県を限度に表記している

該当件数（全国） 【条件】 2,222件

取扱いに基づく審査 査定・返戻の計 1,625件

検証を必要とする審査 請求どおり 597件
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目視1万件当たり
該当件数

一般241 喉頭炎等に対するプロカテロール塩酸塩水和物の取扱い

【該当件数】喉頭炎、急性気管支炎（成人）、肺炎に対してプロカテロール塩酸塩水和物（メプチン吸入液等）（外用薬）を算定しているレセプト件数

【認めない事例】

該当件数 60 32 36 77 7 5 19 37 9 6 96 56 393 72 17 6 18 32 33 22 24 45 117 26 39 32 312 72 7 88 19 5 33 21 3 6 10 13 9 50 70 12 115 17 17 15 12 2,222

請求どおり件数 16 1 2 61 1 1 2 1 0 0 16 3 248 2 4 0 1 5 15 3 4 5 24 3 2 12 27 8 1 86 13 0 3 0 0 1 0 1 2 4 0 0 12 4 0 2 1 597

2024年12月～2025年2月審査分


